
‘主 婦 制 度’と‘市 場 専 制'
=

GMS企 業の労務管理 を通 じてみた 日韓非正規労働市場

金英

1.非 正規労働 とGMS産 業

い よいよ最後です。皆様元気 を出 して

くだ さい(笑 い)。

ただいまご紹介 にあずか りま した釜山

大 学の金英 です。先 ほ どシ ャイ ア教授

が、 日本は1990年 代を通 じて、女性正規

職が非正規職に速いスピー ドで転換 され

たと指摘 されま した。その代表的な業種

が、今 日申 し上 げるスーパーマーケ ッ ト

です。 日本では総合 スーパー、韓国では

大型マー トと呼 ばれ るスーパーマーケ ッ

トとは、ほとんどの従業員が非正規職 で

あ り、また女性がた くさん働いている産

業です。そこにおける労務管理を比較す

ることによって、韓国 と日本の非正規労

働 市場の特徴 が具体的な労働現場 でどう

い うふ うに形成 され るのか とい う話を し

たいと思います。

この写真を見て くだ さい。韓国の参加

者 は恐 らくご存 じの場面だ と思います。

2007年 夏、韓国で熱 く燃え上がったイー

ラン ド労働者のス トの写真です。パー ト

タイム労働、特に既婚女性のパー トタイ

ム労働 とい うと、仕事 と家庭を両立させ

るために女性がす る選択だと言われがち

です。イギ リスのキャサ リン ・ハ ッキン

グ とい う学者 はそ うい った視 点 か ら、

パー トタイム労働 とい うのは仕事 よ り家

庭を優先す る既婚女性 の選択であると主

張 して、非常に大きなセ ンセーシ ョンを

起 こしま した。

既婚女性のパー トタイム労働 で、韓国

では どうしてこれだ け激烈な闘争が起 こ

り得 るのか。多 くの既婚女性がパー ト労

働 を してい る海外か ら見 ると、非常に興

味深 く、あ るいは 「あれは何だ」 と思 う

かも しれません。韓国 と日本は、 よく知

られてい るように大手企業の内部労働市

場が非常に発達 していると言われていま

す。労働市場の中でほ とんどの非正規労

働者が、非常に低い雇用安定性 と低賃金

にさらされている傾 向があ ります。それ

は 日本 も韓国も同 じです。

先ほ どの写真でおわか りいただけます

よ うに、韓国の既婚女性労働者は非常に

激 しい抵抗 を示 しています。 日本 の場合

も政府が行 った全国調査 によると、現在

の職場に不満 あるいは不安を感 じている

とい う回答 は7割 で した。不満 があるの

が6割 、それ に不安までつ け加 えると7割

ぐらいにな ります。

ところが、それだけ高い不満 を持って

いる 日本のパー トタイム労働者、非正規

労働者 は、表面化 された激 しい抵抗 は し

ていない よ うです。労働市場における位
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置が非常に似 ているにもかかわ らず、 日

本 と韓国の非正規 労働者の 自分の状況に

対す る抵抗や反応 が どうしてこれ だけ違

うのか とい うのが、私が持 った疑 問で

す。 この研究における問いかけでもあ り

ます。

これか ら総合 スーパー をGMSと 言 い

ます。 日韓比較 のためにGMS企 業 を事

例 として取 り上 げたのは、ほ とん どの従

業員が非正規労働者 であ り、女性 である

だけではな くて、韓 国のGMS企 業 は 日

本 のGMS企 業 をその ままモデル に して

いるか らです。具体的に言います と、店

舗 のイ ンテ リアまで もコ ピー して いま

す。マーケテ ィングとス トア ・オペ レー

シ ョンにおいて、 日本型 をそのままそっ

くりに しています。アメリカ型 を導入 し

た企業は倒産 しま した。 日本型 にモデル

チェンジ したイーマー ト、 ロッテマー ト

は生き残 り、高速成長 しています。

そのよ うに、企業の運営 においてハー

ドウエアはそのまま 日本型 を持 ってきた

にもかかわ らず、 これか らご確認いただ

きますよ うに、労務管理 とい う企業運営

の ソフ トウェアは非 常に異な る性格 を

持 っています。 この ような類似性 と差の

比較は、両国の労働市場の差をよくあら

わす ものではないか とい うことで、この

事例を選びました。

2.日 韓両国における非正規労働の増加

次 にお見せ したいのは、韓国 と日本 に

おける非正規労働者の比率です。私が韓

国での非正規労働者の概念 をどのように

使 っているのかを申し上げます。 よく知

られているように、韓国では、非正規労

働 を規定す る3つ の基準があ ります。1番

目は、経済活動人 口調査が使 っていた臨

時 と日雇いをあわせた ものです。2番 目

は、パー ト、派遣、請負、特殊雇用など

の非典型雇用、つま り、フルタイムの直

接雇用でない多様な雇用形態をあわせて

言 う場合があ ります。2番 目の基準 は、

主に韓 国政府 と政府 関連機関が使 ってい

るものです。

私 が使 って い る もの は3番 目の基 準

で、労働界が使っている基準です。労働

条件 を比較 してみ ると、経済活動人 口調

査 の臨時や 日雇い と非典型雇用 と言える

雇用形態の労働者の労働条件が、非常に

類似 しています。そのためにこの人々あ

わせて、労働界では非正規労働者 と分類

しています。規模 は非常に大 きくな りま

すが、雇用形態を分類す ることの重要な

意味は、その人々の市場地位 を示す とこ

ろにあると思いますので、私は労働界 の

基準 を使っています。

また、労働界の基準で集計できるのは

2001年 か らなので、私は トレン ドを見る

ためには1番 目の基 準を使 っています。

このグ ラフは1番 目の基準に よってつ く

られた ものです。 これを見て くだ さい。

日本 の労働力の非正規化 は非常に速いス

ピー ドで進んでいます。韓国の場合は、

増加 とい うふ うにタイ トルをつけま した

が、 もともと非正規労働者が多 くて特別

に増加 してはいません。韓国で明 らかな

のは、非正規 労働者が余 りにも多い、 と

い うことです。

男性 と女性 と性別で分 けて見た ものが

これです。 日本の場合を見ます と、男性

も速いですけれ ども、女性はもっ と速い

ス ピー ドで非正規化 されています し、 あ
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ま りにも急速なス ピー ドであるとい うこ

とがわか ります。比較 して見 ると、女性

労働者における非正規労働者の増加 の速

度 その ものは 日本 のほ うが韓国 よりもっ

と速いが、実は、韓国の女性労働者の中

で非正規労働者はいつも典型的な労働者

で した。 これ はどうい うことか といいま

す と、1960年 代に韓国の産業化 が本格的

に始まって以来、女性労働者の うち臨時

と日雇 い労働者 が50%を 下回ったことが

あ りません。その意味で、韓国の女性労

働市場 では、非正規労働者 こそが典型的

な労働者だと言 えるわけです。

今 日申 し上げる話の順番 は、先行研究

の検討後、 この研究のデー タを簡単にご

紹介 し、両国の非正規労働市場 の現況 と

特徴を概括 します。続 きま して、両国の

事例企業の労働力構成、賃金 体系、労務

管理の順番でお話 をします。

3.日 韓 における非正規労働 市場の特徴

とジエンダー

先行研 究について、2つ の点 を中心に

申し上げたい と思います。

その前に少 し申し上げます と、先ほ ど

お見せ しま したよ うに、韓国 と日本の両

国は共に、非正規労働者が急速に増加 し

ているか、またはも うこれ以上増加でき

ない ぐらいに高 くなっています。その中

で、両国の非正規労働 に関す る研究 も相

当蓄積 されて来ま した。それ を通 じて、

非正規労働市場の さま ざまな特徴 も明 ら

かにな りま した。

日本 について指摘 されてい る重要な点

は、90年 代 の初 めに1つ の論争 にまでな

りま した。その論争の重要な論者は、 こ

ち らに座ってお られます大沢教授 です。

日本の非正規労働市場 を構成す るのは既

婚女性 パー トタイマー です 。既婚女性

パー トタイマー とい う主婦労働者 によっ

て構成 され る一連の特徴、ジェンダー化

された特徴が、 日本 の非正規労働 市場の

特徴 を示す最 も重要 なものとしてま とめ

られてきました。

そのほかにもいろいろな特徴が指摘 さ

れていますが、最近 になって研究 された

重要な2つ のポイン トの うち1つ は、1990

年代の半ばまで、特 に前半までは、非正

規労働者 と正規労働者 は一緒 にふ えてい

ました。 しか し半ば以降、特 に後半か ら

は、非正規労働者 が正規労働者 を全面的

に代替す る形で増加 しています。

言いかえます と、非正規労働者 は急速

にふ えていますが、正規労働者 は絶対数

そのものが減 っています。非正規労働者

があま りにもふえているので、 日本の企

業の中で正規労働者 と非正規労働者 に1

つの人事労務管理制度 を適用する、統合

型人事制度を運営す る企業が増加 してい

ることが、最近の研 究か ら指摘 されてい

ます。

韓国の研究で指摘 されてい る重要な点

は、パー トタイム労働が発達せず、フル

タイムの臨時職労働 が非正規労働の中心

となるな どの特徴 についてです。

1980年 代以降世界の各国で普遍的に非

正規労働 が増えてきましたので、各国で

はどうして非正規労働者 がふえているの

か関す る原因分析 も行われてきま した。

ヨーロッパについても、アメ リカについ

て も、初期には供給要因が大 きく注 目さ

れま した。非正規労働 とい うと特にヨー

ロッパ的な脈略ではパー トタイム労働 に
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な ります。パー トタイム労働 とい うと既

婚女性。既婚女性 とい うと、仕事 と家庭

の両立な どとい うようにつながって しま

うので、パー トタイム労働が供給側の要

因によって増加 しているかの ような言説

が、多 く流通 されま した。 しか し、1990

年代に入って、実際にデー タで実証 して

み る と、供給要 因で はな く需 要要 因が

パー トタイム労働 を増加 させてい ること

が分か りま した。

日本 と韓国の比較研究でも同 じ内容が

確認 されま した。去年発表 され た1つ の

研究によ ります と、韓国の非正規労働の

増加の88.6%、 日本の非正規労働の増加の

78.7%が 、需要要因によるものです。 この

よ うな結果からすると、非正規労働につい

ては、ほかの国々もそ うですけれ ども、特

に韓国 と日本は需要要因、または雇用主

要因を中心に話すべき、 と言えます。

需要要因は、産業構造の変化 と雇用主

の戦略 とに分 かれ ます が、 先行研 究で

は、産業構造の変化が非正規労働に与 え

る効果 よ りは、圧倒 的に雇用主戦略が非

正規労働 を増加 させているとい う結論を

出 しています。

日本 と韓国の比較研究では、 まだ産業

構造効果 と雇用主の戦略を比較す るとこ

ろまでの先行研究はあ りませんが、 ヨー

ロッパ に関 してはそ うい う研究があ りま

す。私 はそ ういった先行研究の脈略で、

韓国 と日本 にも雇用主の戦略にフォーカ

スを当てて比較 したい と思います。

このシ ンポジ ウムの も う1つ のポイ ン

トは、 ジェンダー分析です。両国のジェ

ンダー システムの類型 と関連 し、 日本が

典型的な男性稼 ぎ手社会である とい うこ

とは、 日本 の社会の中ではコンセンサス

が得 られてい ると私は思 っています。

韓国は、多少それについて論争的な状

況です。 当事者たちがこちらに座 ってお

られます けれ ども、韓 国の社会保険制度

な どが典型的な男性稼 ぎ手型の制度的構

造を持っているところに注 目され る方 々

は、韓国は男性稼 ぎ手型 とい うふ うに見

ています。 しかし、制度の形はそ うなっ

てい るけれ ども、 その制度 に よる恵み

は、既婚女性が男性稼 ぎ手のパー トナー

であるとい う理由で受 ける現実的恵み と

い う点か ら見ると、全 く役 に立たない と

い う指摘 もあ ります。 このよ うな面を強

調す る方々は、韓国のジェンダー システ

ムの類型は典型的な男性稼 ぎ手型ではな

く、市場志向型あるいは階層化 された男

性稼 ぎ手型だ とい うふ うに見ている。韓

国ではそ ういった論争 があります。私 の

研究が こういった韓国における論争をよ

り発展 させ ることに貢献できれば と思っ

ています。

時間が大分過 ぎて しまいま した。研究

対象 についてはスキップ します。資料 を

ご参照 くだ さい。

これ は 、 韓 国 と 日本 のGMS(総 合

スーパー産業)の 現状 をま とめたもので

す。現状 を簡単に見ます と、産業の規模

は 日本が大きいのです が、店舗 の規模は

韓国が大 きい。またなぜかわか りません

が韓国は、面積当た り、あるいは年間の

売 り上げを基準にする と、少ない人数で

効率的な運営 をしているかの ように見え

るとい うことが、 この表が主張 しよ うと

しているところです。その理由は後ほど

ご説 明 します。 ど うして韓国 のGMS企

業 はそこまで効率的な運営ができるのか

とい うことについてのデータは、私が99
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年か ら店舗調査、面接調査 をしなが ら確

保 したものを使っています。

次に、非正規労働市場の特徴 を簡単に

見てみます。非正規労働市場の現状 につ

いて、2つ 申 し上 げたい と思います。

1つ は、韓国男性の稼 ぎ手 としての地

位が非常に弱いことです。 あま りにも基

礎的な話であ り、また陳腐な話です けれ

ども、年齢別経済活動参加率を見 ると、

韓国 と日本 の場合は強い性別分業がある

ことがわか ります。 しか し、私 がもっと

注 目したい重要な点は、そ うい う点では

類似 しているが、韓国の男性の稼 ぎ手 と

しての位置 は非常 に弱 い とい うことで

す。私 がそのよ うに主張す る根拠は、韓

国では男性労働者の中にお ける非正規労

働者の ウエー トが高い ことです。

また、 日本では女性労働力の非正規化

と非正規労働力の女性化が同時に現れま

すが、韓国ではそ うではあ りません。女

性労働力の非正規化 と非正規労働の女性

化 は、まるでコインの両面のように誤解

され る傾向があ ります。 しか し、それは

コイ ンの両面の ようにいつも一緒 にくっ

ついて い るもので はあ りませ ん。 ヨー

ロッパでそれが一緒になったか らといっ

て、いつ もそ うなるわけで はあ りませ

ん。韓国にお ける非正規労働市場の重要

な特徴は、非正規労働 の女性化 があらわ

れていない とい うことです。女性労働者

は非正規労働者の うち52%し かあ りませ

ん。また、その ウエー トは長い間変わっ

ていません。言いかえると、男性労働者

にお ける非正規労働者 のウエー トが とて

も高い とい うことです。それは、男性の

脆弱な稼 ぎ手 としての地位 をあ らわす指

標であると言えます。

また、韓国の男性労働者では、 ある程

度の雇用安定性や企業福祉 の得点が受 け

られる100人 以上の企業 の従事者 の比率

も非常に低いです。 こ うい う特徴か ら照

らし合わせてみ ると、 日本 と韓国は、労

働市場への参加の外形的な枠組み として

男性稼 ぎ主型 に見える類似性 を持 ってい

るものの、 日本の男性 の稼ぎ手 としての

地位 は非常に強固である反面、韓国の男

性の稼ぎ手 としての地位 は非常に弱い と

いった比較ができると思います。

2つ 目は、 日本 では非正規労働 の大部

分がパー ト労働であるが、韓国の非正規

労働では、パー トタイム労働が発達 して

いない点です。 これは韓国の非正規労働

市場 において重要な特徴です。非正規労

働市場が ヨー ロッパで特 にパー トタイム

を中心 として発達 し、それは 日本 も同じ

ことが言えます。 とりわけ既婚女性 の非

正規労働 とい うとパー トタイム労働 を連

想 しますが、韓国は既婚女性 でも週 当 り

労働時間が36時 間未満であるパー トタイ

ム労働が2008年 現在13.8%し かあ りませ

ん。また、非正規労働者 の労働時間が既

婚女性の場合でも週 当た り43時 間にもな

るので、非正規労働市場 が短時間労働者

だとは全 く言えません。それに比べ 日本

では、女性の42.6%が 週 当 り労働時間が

35時 間未満であるパー トタイム労働者で

あ り、女性の非正規労働者の週 当た り平

均労働時間は韓国の半分 に しかな りませ

ん。男性 の場合は より激 しく、5分 の2の

レベルです。 この ように、韓国はフルタ

イムを中心 とす る非正規労働市場 が構成

されています。

賃金比を見ると、 日本 は韓国よ り雇用

形態別の賃金格差が高 く、性別賃金格差
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も大きい とい う特徴 を、両国のデー タか

ら読み取 ることができます。

その反面、社会保険の適用率を見てみ

ます と、韓国は法律の定めた最小限の社

会的保護 さえ企業 はしていない とい うの

が、 この表 を通 じて私が主張 したい とこ

ろです。 日本の場合は どうい う特徴があ

るか といいます と、 日本ではこの42.6%

とい う数字がとっても重要ですが、42.6%

が男性配偶者の被扶養配偶者 として年金

受給権 を持っています。つ ま り、女性の

非 正規労働者 ・パー トタイム労働者 の

42.6%が 、 自分 の厚生年金を持っていな

いのです。男性生計維持者 の被扶養配偶

者 としての年金受給資格を持っているわ

けです。 この2点 が、 この表 で私が最 も

強調 したい 日本 と韓国の特徴です。

まとめます と、 日本の場合は、男性 を

家族の稼 ぎ手 として、女性 はその扶養 を

受 けながら家事 と育児 を専担す る家事責

任者 として規定す る社会制度が、非正規

労働 者 を量産 しています 。韓 国の場 合

は、あなたは非正規労働者 だか ら、女性

だか ら、おばさんだか らとい う理由で、

法律の定 める基本的な保護す らも適用 し

ない労務管理 を通 じて、非正規労働市場

が形成 されているとい うことです。

このよ うな点は、非正規労働市場 の需

要供給の要因を通 じても う一度迂回的に

確認できます。 日本の雇い主は非正規労

働者 をコス トダ ウンのため に雇用 しま

す。韓 国の場合 は、雇用調整が簡単だか

らとい うのが1番 目の理 由です。 もちろ

ん周辺的な業務 なのでコス トダ ウンのた

め とい う回答 も低 くあ りませんが、韓国

の雇用主は雇用調整のために非正規労働

者 を使 う傾 向が非常に高い とい うのは、

両国における特徴の重要な差です。 日本

の雇用主は、雇用調整 とい う回答が全 く

ないわけではあ りませ んが、非常に低い

比率です。

需要要因がこのよ うになっているのを

反 映 して、供給要因 もそれに対応 してあ

らわれています。 日本では、 「好 きな時

間帯 に働 ける」、 あるいは 「短時間労働

だか ら」今の仕事 を選んだ とい うのが、

非正規女性労働者か ら出る圧倒 的に高い

回答です。 しか しなが ら韓国の場合は、

既婚女性 の場合 も、 「今す ぐの生活費が

必要だか ら」今の仕事に就いた とい う回

答が52.8%で す。 また、 「育児や家事 を

するために」 とい う答えは、非正規女性

労働者 の10人 の うち1人 しかいませ んで

した。 この よ うな こと らもわか るよ う

に、両国 とも女性労働者 の うち非正規労

働者 がとても多い とい う類似性はあ りま

すが、 どうして非正規労働を選択 したの

か とい うことには相当違いがあ ります。

しか し、その差異があるにもかかわ ら

ず、 日本 の女性労働者 も必ず しも好んで

非正規労働者 になったわけではあ りませ

ん。 日本政府 が実施 した 「2008年パー ト

タイム労働者総合実態調査」 によると、

なん と半分、483%の パー ト労働者が非

自発的に現在の職業 を選んだ と答 えてい

ます。韓 国では、非 自発的に選択 した と

い う回答率は745%で す。 ここまでの結

果が出ると何 も言 えませ んね。

今 まで申 し上げた内容 をま とめます。

両国 ともに非正規労働 のウエー トは高い

ですが、非正規労働市場が、韓国はフル

タイムを中心 として構成 されてお り、 日

本の場合 はパー トタイムを中心 としてい

ます。韓国は全年齢において、そ して男
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女すべてによって構成 され る反面、 日本

は既婚女性 を中心 に構成 されてい ること

が、両国の差 として顕著にあらわれてい

ます。

4.事 例企業における非正規労働者の構成

次に、事例企業のほ うに移 ります。表

4と 表5を 見 なが ら説明 します。表4と5

が、私が調査 した両国の企業 の非正規労

働者 に関す るデータです。主に店舗を基

準 に作 りま した。2つ の表 を見 ると幾つ

か の特徴 があ らわれます。 まず第1は 、

韓国では企業が雇用する非正規従業員 の

雇用形態が非常に多様 であるとい うこと

です。 日本は正規職 とパー トタイマー と

い う2つ の雇 用形 態 が ほ とん どで す の

で、 日本 についてはパー トタイムの比率

だ けを提示 しま した。少な くともスー

パーマーケッ ト産業においては、パー ト

以外 の雇用形 態が存在 しない といえま

す。

しか し、韓国の場合、非正規労働 は、

企業が直接雇用す るパー トタイマー、派

遣労働者、下請労働者。それだけではあ

りません。韓国で非常に重要なのは、労

働現場 においてプロモーシ ョン社員 と言

われ る労働者が半分 くらいにな ります。

それはメーカが物だけを納品す るのでは

なくて、物 を販売する労働者 までも一緒

に納品する制度です。 このプロモーシ ョ

ン社員は、厳密に言 うと企 業の従業員 で

はないのですが、私が ここに含めて数字

を出 した理 由は、その人たちがスーパー

マーケ ッ ト、企業 の管理者 か ら指示を受

けなが ら必要なすべての仕事 をしている

か らです。彼 らがいない と、労働現場は

動かない ぐらいです。直接雇用 された労

働者 と同 じように働 いているので、一緒

に統計の中に入れて数字 を出 しま した。

4割 か ら5割 に当たる労働力が、企業が直

接雇用 しないので人件費 を払わなくても

いい労働力です。表1で お見せ した よ う

に、韓国の事例企業がこんなに効率的な

経営ができるのはこのためです。

人件費が年間売 り上げに占める割合が

日本 とどの ぐらい違 うか とい うと、韓国

の事例企業は年 間売 り上げの うち派遣や

下請 けを全部合わせて4.5%が 人件費 で

す。直接雇用 だけだ と3%。 日本の場合

は10%だ とほ とん ど奇跡 に近い数字 で

す。多 くの企業では、人件費 が全体売 り

上げで占める割合は14%か ら15%ぐ らい

です。 場合 によっては16%ま で行 きま

す。全体の売 り上げにおいて人件費の占

める割 合 は企業 の利 益 に直結 してい ま

す。非 正規労働者 を ど う使 うか によっ

て、両国の企業の利益はこんなに異な り

ます。それが第一の特徴 です。

2番 目の特徴 は、非正規労働者 の労働

時間の差です。韓 国は、労働時間を基準

とす る非正規労働者の比率 と人数 を基準

とす る非正規労働者の比率に大きな差が

ないとい うことです。つま り、韓国の非

正規労働者 はほとん どフル タイムで働い

てい ることが特徴です。それに比べ、 日

本 の場合はその反対です。主にパー トタ

イ ム労働者で構成 されている特徴を持っ

ています。

5.事 例企業に おけるパー トタイマー の

賃金構造

次は、両国の事例企業 にお けるパー ト
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タイム労働者 の賃金構造 を比較 してみ ま

す。 この賃金構造では、3つ の重要 な点

を指摘 します。第1は 、 日本の賃金項 目

には評価給、資格給 とい うものがあ りま

す。 これは、労働者たちの業務遂行能力

を評価 して人事考課だ とか熟練度 などを

賃金 に反映するものです。それ に比べて

韓 国は、評価給 はあ ります が月3万 ウォ

ン(2,300-2,500円)が 上限であって、評価

給 としての実質的な意味はほ とん どあ り

ません。 この差 は何 かとい うと、 日本 の

企業は、パー トタイム労働者 が積極的に

熟練度 を向上 させ るよ うに誘導す る賃金

制度を持っている反面、韓国はそ うでは

ない とい うことです。

も う1つ は、曜 日加 給 と時間帯加 給で

す 。 日本 のスーパー マーケ ッ ト企業 で

は、パー トタイム労働者は主婦であるこ

とが前提です。主婦は家族がいない時間

だけ働 く存在だか ら、低賃金であなたた

ちを雇用することができます とい う立場

です。 しか し、あなたたちが家族のいる

時間に働いて くれ るのであれば、 もっ と

払います よとい うものです。それが時間

帯加給 と曜 日加給です。週末 に家族がい

る間に働 くと、時間当た り100円 、200円

を追加 します。夜 に働 いて も追加 しま

す。私 が行 った ところで時 間帯加 給が

もっ とも高い ところは、500円 を追加 し

て くれ るところもあ りま した。1日 では

なくて時間当た りです。 これ は、パー ト

タイマーは主婦の労働者である、 とい う

イデオロギーが賃金体系の中に組み込ま

れている、 とい う意味です。 しか し韓 国

の場合、そ うい うイデオロギーは特に組

み込まれていません。

そ して、 こち らに提示 は しませんで し

たが、全体賃金 においてボーナスが占め

る比率は、韓国のほ うが 日本 よりもはる

かに高い とい うのが賃金体系でわか りま

した。

また、正規職 と非正規職の賃金 を比較

してみます。先に見たよ うに、全体労働

市場にお ける雇用形態別の賃金格差は 日

本 がはるかに高い、 とい うことが あらわ

れていま した。 しか し事例企業で比較 し

てみます と、 日本 の賃金格差ははるかに

小 さかったです。事例企業においては、

全体労働市場 とは反対 に、韓国が相対的

に日本 より雇用形態別賃金格差が大きい

理由は、企業規模別賃金格差 と深い関係

があるのではないかとい うのが私 の解釈

です。即ち、韓国は 日本 よ り企業 の規模

による賃金格差が大 きいです ので、すべ

て大企業である事例企業 における雇用形

態別賃金格差は、 日本 より韓 国が大 きく

なったのです。

6.事 例企業 にお けるパー トタイマー労

務管理

最後 に労務管理についても、私が賃金

体系で確認 したことと同 じ内容 を申 し上

げることができます。 日本の企業が労働

者の熟練度上昇 と企業内における定着を

誘導す るシステムを持 ってい るのは、労

務管理 か らもわか ります。労働者に対す

る統制 は、主に人事考課あるいは熟練度

レベル に関す る評価 を通 じておこないま

す 。そ の反 面、韓国 の場合 は暗行 モニ

ター とい う監視制度でお こないます。そ

の暗行モニ ターで3回 摘発 され る とア ウ

トにな ります。それ を企業の内部 では3

陣アウ トとも言います。直接雇用 された
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労働者だけではなくて、テナン トが雇用

した労働者 さえ、3回 間違 いが指摘 され

た ら無条件解雇です。 これは想像 できな

い ぐらい怖い話です。

また韓 国の企業は、暗行モニタリング

とい う方法で、労働者を抑圧す るだけで

はあ りません。企業が労働者 に求めるの

は、積極的な熟練度の向上ではな く、感

情労働 だけです。つま り、 どうい うふ う

にお客様 に笑 うのか。 口紅 の色は何に し

て、アイ シャ ドーの色 は何 にするのか。

お客様 にど うい うふ うに話 しかけて、腰

は何度 曲げるのか とい うような、感情労

働 に対す る極端 な強要で労働統制をす る

といった差があ ります。

も う1つ は、非正規 の女性労働 者の労

働時間帯 を見てみます と、 日本 は主に昼

間に勤務時間が集 中 しています。

しか し、韓国は開店準備か ら閉店 の整

理まで。閉店が11時 半、12時 です けれ ど

も、ここまで全体の営業時間帯で働いて

い るだけではなくて、土曜 日、 日曜 日も

勤務 します。もっ と酷いのは、私 が主に

事例 として挙 げているK1企 業 は、正規

職労働者 は勤務曜 日が決まっていること

です。勤務時間帯 も正規職 労働者は大体

決まっています。夜間勤務 を正規職は し

ません。非正規職、特に既婚女性パー ト

タイマー として雇用 された人たちは、閉

店 の時間まで勤務 し、閉店後の整理まで

や ります。営業時間帯全体 にわたった全

面的な交替勤務、12個 のタイムスロッ ト

を持って交替勤務 を しています。

つま り、 日本の場合 は、積極的 にパー

トタイム労働者 をそれ こそ主婦労働者 と

規定 して労務管理 をしている反面、韓国

の場合 は、主婦 とい う名 で要求す るのは

笑い顔だけであって、実際の労務管理は

主婦労働者 としての労務管理 ではない と

い うことです。 単に非正規 労働 者 とし

て、労働市場内でほかの選択肢がないか

ら、言われ るとお りす るしかない労働者

として管理 されている とい うことです。

もう既 に時間を使い過 ぎてい るので次

のスライ ドはスキ ップ して、結論 を言い

ます。私 は、 こういった個別企業におけ

る労務管理の差が、両国の全体非正規労

働 市場 の差 を生み 出 してい る と思い ま

す。それだけではなく、なぜ 日本 の労働

者 は、賃金に対す る不満が高 く、 自分の

現状に対 して強い不満 を持 っているにも

かかわ らず、積極的な抵抗 としてあらわ

す ことがないのか、なぜ韓国では、既婚

女性非正規労働者 たちが512日 の長期ス

トライキ闘争 をす るほ ど全面的な闘争 を

す るのか、 どうい う市場状況に両国の非

正規女性労働者が置 かれているのか、な

どの質問へ の答 えをよくみせ てくれ るの

が、GMS(総 合スーパー)に お ける労

務管理であると思います。以上です。あ

りが とうございます。
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